
 

 

タイの運転免許証を取得する 
 

在タイ中の皆様がタイ国で車の運転をする場合、二通りの方法があります。 

 

1. 日本で交付された通常の運転免許証を基にタイ国の運転免許証を取得する。 

2. 日本で交付された国際運転免許証を利用する。 

 ただし､この場合は何か問題が起こった時にタイの警察官が英語を判読できないことが 

 あり､あまりお勧めできません。 

 

1. タイの運転免許証を取得するには？ 

日本の公安委員会で発行された車やオートバイの運転免許証をもとにタイ国の運転免許証を

取得する場合､居住地を管轄する運輸省陸運局事務所にて手続きをおこないます。陸運局事

務所は各県に事務所があり､バンコクにはモチット陸運局本部をはじめ数箇所に区域管轄事

務所があります。この場合の居住地とは､労働許可証に記載されている居住地、あるいは日

本大使館領事部に提出された「在留届」に記入した住所になります。例えば、多くの日本人

が住んでいるスクンビット地区は､スクンビット通りのソイ 99～101 にある陸運局事務所の

管轄となります。 

 

＜必要書類＞ 

a. パスポート及びそのコピー （但しパスポート上の滞在許可はノンイミグラントビザで

あること） 

b. 労働許可証及びそのコピー又は英文在留届出済証明書 （日本大使館領事部発行：在留

届があることが前提） 

c. 日本の運転免許証 

d. 日本の運転免許証の英文運転免許証抜粋証明書 （日本大使館領事部発行） 

e. タイ国医師の診断書 

 

＊ 日本で発行された有効な国際運転免許証がある場合は､運転免許証の英文運転免許証抜

粋証明書は必要ありません。 

＊ 運転免許証申請の際は適性検査を受けるため、必ず本人の出頭が必要ですが､申請書の

作成や申請手続きは弊社スタッフが同行し､お手伝いいたします｡免許証の受領は弊社ス

タッフが代行いたします。 

＊ 交付される免許証の有効期限は、初年度（仮免）が１年間、以降は５年間です。 

＊ 顔写真に関しましては、運輸省陸運局事務所にて申請の際にその場で撮影したものを使

用いたしますので、事前にご用意する必要はございません。 
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＜タイの運転免許証見本＞ ＊旧式 

 

 
 

＊2007 年 8 月よりカードタイプの新様式の運転免許証となりました。上記写真は旧式のも

のです。新様式の写真は準備次第更新いたします。 


